
介護保健施設サービスに係わる苦情への対応に関する実施要綱 

 

 

第１条 目的 

この要綱は、医療法人以和貴会が提供する介護保健施設サービス（以下「施設サービス」という。）

に関する苦情への適切な対応を行うことで施設サービスに対する利用者の満足度を高めるとともに、一

定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、提供者の信頼及び適正性の確保を図る等、苦情解

決に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 実施体制 

１．苦情解決責任者 

苦情への対応について、責任体制を明確にする為、施設長を苦情解決責任者とする。 

 

２．苦情受付担当者 

施設サービスに係わる苦情に迅速に対応する為、理事長は、職員の中から苦情受付担当者を任命し、

次の業務を行わせるものとする。 

(１)利用者からの苦情の受付 

(２)苦情内容、利用者の意向等の確認と記録（様式１） 

 

第３条 相談苦情の受付 

 相談・苦情は、書面（ご意見箱）、口頭、電話等により受け付ける。 

 職員が直接口頭（電話も含む）により苦情を受けた場合、苦情受付担当者が不在の場合は相談・苦情

をお伺いし、内容を記録したうえで担当者へ引き継ぐ。 

 

第４条 相談・苦情の内容把握 

 相談・苦情の担当者は「ご意見箱」あるいは職員による受付内容記録により相談・苦情内容を把握し

事実関係を確認する。必要に応じて申し出人に連絡し、内容をより正確に把握し「相談・苦情記録票」

を作成し施設長に報告する。 

 

第５条 相談・苦情申出人の範囲 

苦情・相談の申出人の範囲は、施設サービス利用者、その家族、代理人とする。 

 

第６条 相談・苦情対応検討委員会 

 （1）施設内に相談・苦情対応委員会を設置し、委員会を開催して対応策を検討する。 

 （2）委員長：施設長（苦情解決責任者） 

委員：医師、事務長、支援相談員、看護師長、介護主任、介護支援専門員、リハビリ主任、 

管理栄養士、通所リハ主任 

なお、相談・苦情の内容により関係する委員のみで検討することが出来る。 

 （3）担当者は委員会における検討内容・対応策を会議録により取りまとめる。 

第７条 相談苦情への対応通知 

 対応策に基づいて円滑かつ迅速に苦情等の処理を実施し、相談担当者及び職員により相談者に処理状

況を通知する。また案件に関する対応状況「相談・苦情処理状況報告書」により施設長に報告する。 

 

附則 

この要綱は、令和元年４月１日から施行する。 
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・関連部署との調整

・相談事項に対する退所策の策定

口頭での相談・苦情に対してはお客様のお申し出内容

をお伺いし、記録様式にこだわらず、利用者名、申出

人、ご連絡先を確認し、お申し出内容に記録

相談・苦情内容のまとめ（相談・苦情記録票の起票）

必要に応じて相談者に連絡し、追加情報を取得する。

苦情の場合でその内容から受付担当者によるお詫びで解決可

能な場合は相談者にお詫びする。

「相談・苦情記録票」に結果を記録し報告

① 受付担当者のお詫びで解決しない場合

② 組織としての具体的な改善案提示を必要とする場合

③ 解決に予算措置が必要となる場合

④ 業務の見直しが必要と判断される場合

1．相談・苦情記録により施設長に報告する。併せて「苦情に対する

サービス実施状況報告書」に相談者とのやり取り、苦情に対する対

応などの記録を開始する。

2．施設長の指示により「苦情対応検討委員会」を招集する。同時に

苦情内容に従い事実関係の関連部署長に指示する。

3．調査を指示された部署長は検討会議開催までに事実関係の調

査を行い、調査内容を取りまとめる。

4．苦情対応検討会議の開催

苦情内容の分析・対応策を委員会で検討改善策、相談者への対

応を決定する。

受付担当者（状況により関連部署長）より相談者へ対応

策の案内ならびにお詫び

最終的に相談者との連絡・応対をした職員は

サービス実施状況報告書に追記を行い報告書

をまとめ、施設長へ報告する。
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